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◎新潟県告示第223号 

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項の規定による医師を次のとおり指定した。 

令和３年３月５日 

新潟県知事  花 角  英 世 

氏 名 
担当する 

医療の種類 

従事する病院又は 

診療所の名称 
所在地 

指定 

年月日 
告示事項 

永井 貴大 神経内科 南部郷厚生病院 
五泉市愛宕甲2925

－２ 
Ｒ３.３.１ 

第15条第１項の

医師に指定した 

米倉 研史 内科 米倉医院 
南魚沼市六日町101

―８ 
〃 〃 

五十嵐 秀人 眼科 長岡眼科医院 
長岡市今朝白１－

７－12 
〃 〃 

髙橋 優人 耳鼻咽喉科 新潟県立中央病院 上越市新南町205 〃 〃 

丸山 貴広 内科 
聖籠町国民健康保険

診療所 

北蒲原郡聖籠町大

字諏訪山825 
〃 〃 
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